
まつえ市民活動支援協議会会則   

 

（名 称） 

第１条 本会は、まつえ市民活動支援協議会（以下「協議会」という。）という。 

（目 的） 

第２条 協議会は、松江市民の市民活動の推進、発展に寄与することを目的とし、松江市と共創・

協働して行う。 

（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 

（１） 市民活動団体の発展、活動の活性化に対する支援事業 

（２） 地域課題の解決に向けた、協働と参画のプラットホーム事業 

（３） その他目的を達成するために必要な事業 

（会 員） 

第４条 協議会の会員は、次のとおり正会員と賛助会員とする。 

（１）正会員   

   営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行う

団体で、この協議会の目的に賛同し事業を担う意思を持つ団体を正会員とする。会員として入会

しようとするものは入会申込書を理事会に提出し承認を得、会費を納入することにより会員とな

ることができる。 

 ただし以下に該当する活動を行う団体は会員となることができない。 

ア）宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を強化育成することを目的とする活動 

イ）政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 

 ウ）特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 3条に規定する公職をいう。）の候補

者（当該候補者になろうとする者を含む。）、若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対することを目的とする活動 

 エ）公共の利益を害するおそれのある活動 

 オ）暴力団、その他反社会的勢力と認められる団体 

（２）賛助会員 市民活動に関心と理解があり、この協議会の目的に賛同し賛助の意思を持つ個人及び

団体 

（会 費） 

第５条 正会員の会費は 1団体あたり年額 2,000円とし、年度途中に入会した場合も、年度途中に退会

した場合も減額または返還しない。賛助会員の会費は理事会で定める。 

 ２ 会員継続する団体は、当該年度の 3月末日までに翌年度の会費を納入すること。 

（退 会） 

第 6条 正会員は、退会届を会長に提出し退会することができる。 

２ 正会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 

（１）団体が解散したとき。 

（２）第 5条２に定める年会費納入期限を過ぎたとき。 

 



（役 員） 

第７条 協議会に次の役員を置く。役員は、総会において正会員の中から選任する。会長、副会長、は

理事の互選とする。 

（１）会長 1名 

（２）副会長 若干名 

（３）理事 20名以内 

（４）監事 2名 

（役員の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代行する。 

３ 理事は、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、協議会の業務を執行する。 

４ 監事は、会計及び業務執行状況を監査する。 

（任期） 

第９条 役員の任期は２年とする。ただし、当該選任者が欠けた場合における後任役員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 役員の再任は妨げない。 

（顧 問） 

第１０条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は会長が委嘱し理事会で承認する。 

３ 顧問は会員以外からも委嘱することができる。 

４ 顧問の役割は、専門的な立場から協議会の活動全般に係る助言を行うものとする。 

（事業年度） 

第１１条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

（総会） 

第１２条 総会は毎年１回開催し、次に掲げる事項を審議する。 

（１）事業計画及び事業報告に関する事項 

（２）予算及び決算に関する事項 

（３）会則の改正に関する事項 

（４）役員の選任及び解任に関する事項 

（５）その他運営に関する重要事項 

（総会の成立及び議決） 

第１３条 総会は、正会員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の

ときは議長が決する。 

（総会の議決権） 

第１４条 総会の議決権について次のとおり定める。 

（１）議決権は、正会員がもつ 

（２）各正会員の議決権は、平等なものとする 

（３）やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決を委任す

ることができる 



（４）賛助会員は議決権を持たない 

（臨時総会） 

第１５条 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき 

（２）正会員の５分の１以上の開催請求があったとき 

（３）監事からの開催請求があったとき 

（理事会） 

第１６条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、協議会の運営に必要な事項を審議する。 

２ 理事会は、役員をもって構成する。 

３ その他会長は、顧問ほか理事会に必要と認められる者に対し参加を求めることができる。 

（協議会の経費） 

第１７条 協議会の経費は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）会費 

（２）寄付金及び協賛金 

（３）事業に伴う収入 

（４）その他の収入 

（事務局） 

第１８条 事務局は松江市市民活動センター内に置く。 

（補足） 

第１９条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

    附  則 

（施行期日） 

１ この会則は、２０１８年６月９日から施行する。 

（改  正） 

１ この会則は、２０１９年６月１６日から施行する。 

ただし、第 5条に定める会費は 2０２０年 4月 1日から施行する。 

２ 一部改正２０２０年６月２０日。 

３ ２０２３年６月１０日から施行する。  

  ただし、第 5条に定める会費は 2024年度分から施行する。 


